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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流入管から流入した汚水を貯留する貯水部と、前記貯水部に貯留された汚水を流出管に
排水する複数台のポンプと、前記貯水部に貯留された汚水の水位を計測する水位計と、前
記水位計で計測された水位がポンプ起動水位に達すると何れかのポンプを起動して汚水を
前記流出管に排水し、水位がポンプ停止水位に達すると当該ポンプを停止する汚水搬送制
御を実行する制御部とを備えている汚水搬送ポンプ装置の異常検出装置であって、
　各ポンプの運転時の特性値としてポンプ運転時間またはポンプ駆動電流を記憶する記憶
部と、前記記憶部に記憶された特性値から所定起動回数当りの平均特性値を算出して、各
ポンプの平均特性値の比較結果に基づいて、各ポンプの固有の系統の異常であるか、各ポ
ンプ共通の系統の異常であるかを識別する異常判定部とを備えている異常検出装置。
【請求項２】
　前記異常判定部は、各ポンプの平均特性値の差分が所定の差分閾値を超える場合に、平
均特性値が大きいポンプ固有の系統に異常が発生していると判定する請求項１記載の異常
検出装置。
【請求項３】
　前記異常判定部は、何れかのポンプ固有の系統に異常が発生していると判定すると、当
該異常判定情報を前記制御部に出力する請求項２記載の異常検出装置。
【請求項４】
　前記異常判定部は、各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値を超える場合に、
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各ポンプ共通の系統に異常が発生していると判定する請求項１から３の何れかに記載の異
常検出装置。
【請求項５】
　流入管から流入した汚水を貯留する貯水部と、前記貯水部に貯留された汚水を流出管に
排水する複数台のポンプと、前記貯水部に貯留された汚水の水位を計測する水位計と、前
記水位計で計測された水位がポンプ起動水位に達すると何れかのポンプを起動して汚水を
前記流出管に排水し、水位がポンプ停止水位に達すると当該ポンプを停止する汚水搬送制
御を実行する制御部とを備え、共通の汚水搬送管の上流から下流に沿って複数設置された
汚水搬送ポンプ装置の異常検出装置であって、
　各ポンプの運転時の特性値としてポンプ運転時間またはポンプ駆動電流を記憶する記憶
部と、前記記憶部に記憶された特性値から所定起動回数当りの平均特性値を算出して、異
なる汚水搬送ポンプ装置に設置された各ポンプの平均特性値の比較結果に基づいて異なる
汚水搬送ポンプ装置間で、各ポンプの固有の系統の異常であるか、各ポンプ共通の系統の
異常であるかを識別する異常判定部とを備えている異常検出装置。
【請求項６】
　前記異常判定部は、異なる汚水搬送ポンプ装置間で各ポンプの平均特性値の差分が所定
の差分閾値を超える場合に、平均特性値が大きいポンプ固有の系統に異常が発生している
と判定する請求項５記載の異常検出装置。
【請求項７】
　前記異常判定部は、何れかのポンプ固有の系統に異常が発生していると判定すると、異
常判定された汚水搬送ポンプ装置の制御部に当該異常判定情報を出力する請求項６記載の
異常検出装置。
【請求項８】
　前記異常判定部は、各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値を超える場合に、
各ポンプ共通の系統に異常が発生していると判定する請求項５から７の何れかに記載の異
常検出装置。
【請求項９】
　前記異常判定部は、一の汚水搬送ポンプ装置の各ポンプの平均特性値が全て所定の平均
特性閾値未満であり、一の汚水搬送ポンプ装置の下流側または上流側の汚水搬送ポンプ装
置の各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値を超える場合に、上流側のポンプ共
通の系統の始点から下流側のポンプ共通の系統の終点までの何処かの共通の系統で異常が
発生していると判定する請求項５から８の何れかに記載の異常検出装置。
【請求項１０】
　請求項１から４の何れかに記載の異常検出装置が組み込まれている汚水搬送ポンプ装置
。
【請求項１１】
　流入管から流入した汚水を貯留する貯水部と、前記貯水部に貯留された汚水を流出管に
排水する複数台のポンプと、前記貯水部に貯留された汚水の水位を計測する水位計と、前
記水位計で計測された水位がポンプ起動水位に達すると何れかのポンプを起動して汚水を
前記流出管に排水し、水位がポンプ停止水位に達すると当該ポンプを停止する汚水搬送制
御を実行する制御部と、前記制御部による制御情報を外部に送信する送信部を備えている
汚水搬送ポンプ装置に対して、前記送信部から送信された制御情報を受信する受信部を備
え、前記受信部で受信された制御情報に基づいて汚水搬送ポンプ装置を監視する監視装置
であって、
　請求項１から９の何れかに記載の異常検出装置が組み込まれ、前記受信部で受信された
制御情報に含まれる各ポンプの運転時の特性値が前記記憶部に記憶されるように構成され
ている監視装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、異常検出装置、汚水搬送ポンプ装置及び監視装置に関し、特に、流入管から
流入した汚水を貯留する貯水部と、貯水部に貯留された汚水を流出管に排水する複数台の
ポンプと、貯水部に貯留された汚水の水位を計測する水位計と、水位計で計測された水位
がポンプ起動水位に達すると何れかのポンプを起動して汚水を流出管に排水し、水位がポ
ンプ停止水位に達すると当該ポンプを停止する汚水搬送制御を実行する制御部とを備えて
いる汚水搬送ポンプ装置の異常検出装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　汚水搬送ポンプ装置の一例であるマンホールポンプ装置には、通常２台のポンプが設置
され、汚水搬送制御の度にそれらのポンプ装置が交互に運転されている。
【０００３】
　従来、複数のポンプの何れかに閉塞等の異常が発生して排水能力が変化しても、その事
実を把握することができないために、ポンプの排水能力の低下に起因して貯水部、即ちマ
ンホールからの溢流を招き、或いは閉塞等の異常が発生したポンプの運転時間が他のポン
プの運転時間より異常に長くなり、双方のポンプ寿命がアンバランスになるという問題が
あった。
【０００４】
　特許文献１には、このような問題を解決するために、ポンプ場における複数のポンプに
より排出すべき所定時間毎の積算流入量を各ポンプの前記所定時間内の運転時間で除した
値を各ポンプの平均的排水能力として時系列データで管理する手段と、その時系列データ
として管理される各ポンプの平均的排水能力が予め設定されている排水能力範囲を越えた
か否かを判定する手段と、複数のポンプ各々の平均的排水能力が設定排水能力範囲を越え
たときに警報を発する手段とを備えているポンプ場の監視システムが提案されている。
【０００５】
　このような監視システムでは、ポンプ場に備えられている複数のポンプそれぞれの平均
的排水能力が時系列データとして管理され、ポンプ内部の詰まり等の異常事態の発生に伴
い各ポンプの平均的排水能力が変化して、予め設定されている排水能力範囲を超えたとき
に異常と判定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－３４３３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上述した従来の異常判定装置では、２台のポンプの何れからでも排水される流
出管等の汚水搬送管そのものに閉塞等の問題が発生している場合や、マンホールにある程
度の量の不明水が流入する場合に、ポンプが詰まっていなくても平均的排水能力が予め設
定されている排水能力範囲を超えるとポンプの異常と判定されるという問題があった。
【０００８】
　本発明の目的は、上述した問題に鑑み、ポンプの固有の系統または共通の系統の異常の
発生の有無を正確に判定できる異常検出装置、汚水搬送ポンプ装置及び監視装置を提供す
る点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するため、本発明による異常検出装置の第一の特徴構成は、特許請求
の範囲の請求項１に記載した通り、流入管から流入した汚水を貯留する貯水部と、前記貯
水部に貯留された汚水を流出管に排水する複数台のポンプと、前記貯水部に貯留された汚
水の水位を計測する水位計と、前記水位計で計測された水位がポンプ起動水位に達すると
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何れかのポンプを起動して汚水を前記流出管に排水し、水位がポンプ停止水位に達すると
当該ポンプを停止する汚水搬送制御を実行する制御部とを備えている汚水搬送ポンプ装置
の異常検出装置であって、各ポンプの運転時の特性値としてポンプ運転時間またはポンプ
駆動電流を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された特性値から所定起動回数当りの平
均特性値を算出して、各ポンプの平均特性値の比較結果に基づいて、各ポンプの固有の系
統の異常であるか、各ポンプ共通の系統の異常であるかを識別する異常判定部とを備えて
いる点にある。
【００１０】
　異常判定部によって、記憶部に経時的に記憶された各ポンプの運転時の特性値の所定起
動回数当りの平均特性値が算出され、各ポンプの平均特性値が比較される。例えば、各ポ
ンプの平均特性値が大きく異なっていれば、何れかのポンプ固有の系統の異常であると判
定され、各ポンプの平均特性値がほぼ同等であれば各ポンプ固有の系統に異常はなく、そ
の値が基準値より大きな値であれば、他の要因による異常であると判定されるようになる
。
【００１１】
　異常の有無の判定に用いる特性値として、ポンプ運転時間またはポンプ駆動電流が好適
に用いられる。何れか一方の特性値のみ用いてもよく、双方の特性値を用いてもよい。例
えば、ポンプに詰まりが生じると、排水量が低下して同じ排水量であっても正常なポンプ
よりもポンプ運転時間が長くなる。また、負荷も高くなってポンプ駆動電流が増す。これ
らの特性値によってポンプの固有の系統または共通の系統の異常判定を適切に行なうこと
ができるようになる。
【００１２】
　同第二の特徴構成は、同請求項２に記載した通り、上述の第一の特徴構成に加えて、前
記異常判定部は、各ポンプの平均特性値の差分が所定の差分閾値を超える場合に、平均特
性値が大きいポンプ固有の系統に異常が発生していると判定する点にある。
【００１３】
　各ポンプの平均特性値の差分が所定の差分閾値を超える場合には、異常判定部によって
、何れかのポンプ固有の系統に異常が発生していると判定され、平均特性値が大きいポン
プ固有の系統に詰まりや漏れが発生していると判定される。
【００１４】
　同第三の特徴構成は、同請求項３に記載した通り、上述の第二の特徴構成に加えて、前
記異常判定部は、何れかのポンプ固有の系統に異常が発生していると判定すると、当該異
常判定情報を前記制御部に出力する点にある。
【００１５】
　異常判定部から制御部に出力される異常判定情報によって、異常が発生していると判定
されたポンプ固有の系統が判別されるようになる。その結果、制御部は異常状態であって
も適切に汚水搬送制御を行なうことができるようになる。例えば、ポンプ固有の系統に異
常があると判定されたポンプ以外のポンプを用いて汚水搬送制御が行われると、貯水部か
らの溢流事故等が未然に回避される。
【００１６】
　同第四の特徴構成は、同請求項４に記載した通り、上述の第一から第三の何れかの特徴
構成に加えて、前記異常判定部は、各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値を超
える場合に、各ポンプ共通の系統に異常が発生していると判定する点にある。
【００１７】
　各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値を超える場合には、異常判定部によっ
て、各ポンプ固有の系統に異常はなく、その他の要因による異常であると判定される。例
えば、各ポンプ共通の汚水搬送管の漏洩や、貯水部にある程度の量の不明水が流入してい
る可能性があると判定することが可能になり、異常の原因特定及びその対策が容易になる
。
【００１８】
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　同第五の特徴構成は、同請求項５に記載した通り、流入管から流入した汚水を貯留する
貯水部と、前記貯水部に貯留された汚水を流出管に排水する複数台のポンプと、前記貯水
部に貯留された汚水の水位を計測する水位計と、前記水位計で計測された水位がポンプ起
動水位に達すると何れかのポンプを起動して汚水を前記流出管に排水し、水位がポンプ停
止水位に達すると当該ポンプを停止する汚水搬送制御を実行する制御部とを備え、共通の
汚水搬送管の上流から下流に沿って複数設置された汚水搬送ポンプ装置の異常検出装置で
あって、各ポンプの運転時の特性値としてポンプ運転時間またはポンプ駆動電流を記憶す
る記憶部と、前記記憶部に記憶された特性値から所定起動回数当りの平均特性値を算出し
て、異なる汚水搬送ポンプ装置に設置された各ポンプの平均特性値の比較結果に基づいて
異なる汚水搬送ポンプ装置間で、各ポンプの固有の系統の異常であるか、各ポンプ共通の
系統の異常であるかを識別する異常判定部とを備えている点にある。
【００１９】
　共通の汚水搬送管の上流から下流に沿って複数の汚水搬送ポンプ装置が設置されている
場合、例えば複数の汚水搬送管が合流する合流点より上流側の一本の汚水搬送管に沿って
設置されている複数の汚水搬送ポンプ装置や、合流点より下流側の一本の汚水搬送管に沿
って設置されている複数の汚水搬送ポンプ装置では、各汚水搬送ポンプ装置から搬送され
る汚水量に大きな変動が無いと想定される。
【００２０】
　そのような条件下では、異なる汚水搬送ポンプ装置に設置された各ポンプの平均特性値
を比較することにより、第一の特徴構成と同様に、例えば、各ポンプの平均特性値が大き
く異なっていれば、何れかのポンプ固有の系統の異常であると判定され、各ポンプの平均
特性値がほぼ同等であれば各ポンプ固有の系統に異常はなく、その値が基準値より大きな
値であれば、他の要因による異常であると判定されるようになる。
【００２１】
　同第六の特徴構成は、同請求項６に記載した通り、上述の第五の特徴構成に加えて、前
記異常判定部は、異なる汚水搬送ポンプ装置間で各ポンプの平均特性値の差分が所定の差
分閾値を超える場合に、平均特性値が大きいポンプ固有の系統に異常が発生していると判
定する点にある。
【００２２】
　また、第二の特徴構成と同様に、異なる汚水搬送ポンプ装置間で各ポンプの平均特性値
の差分が所定の差分閾値を超える場合には、異常判定部によって、何れかのポンプ固有の
系統に異常が発生していると判定され、平均特性値が大きいポンプ固有の系統に詰まりや
漏れが発生していると判定される。
【００２３】
　同第七の特徴構成は、同請求項７に記載した通り、上述の第六の特徴構成に加えて、前
記異常判定部は、何れかのポンプ固有の系統に異常が発生していると判定すると、異常判
定された汚水搬送ポンプ装置の制御部に当該異常判定情報を出力する点にある。
【００２４】
　第三の特徴構成と同様に、異常判定部から制御部に出力される異常判定情報によって、
異常が発生していると判定された汚水搬送ポンプ装置のポンプ固有の系統が判別されるよ
うになる。その結果、制御部は異常状態であっても適切に汚水搬送制御を行なうことがで
きるようになる。例えば、固有の系統に異常があると判定されたポンプと同じ汚水搬送ポ
ンプ装置の中の別のポンプを用いて汚水搬送制御が行われると、貯水部からの溢流事故等
が未然に回避される。
【００２５】
　同第八の特徴構成は、同請求項８に記載した通り、上述の第五から第七の何れかの特徴
構成に加えて、前記異常判定部は、各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値を超
える場合に、各ポンプ共通の系統に異常が発生していると判定する点にある。
【００２６】
　各ポンプの平均特性値の全てが所定の平均特性閾値を超える場合には、異常判定部によ
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って、各ポンプ固有の系統に異常はなく、その他の要因による異常であると判定される。
例えば、各ポンプ共通の汚水搬送管の漏洩や、貯水部にある程度の量の不明水が流入して
いる可能性があると判定することが可能になり、異常の原因特定及びその対策が容易にな
る。例えば、２基の汚水搬送ポンプ装置に各２台のポンプが設置されている場合には、４
台のポンプ装置全てが所定の平均特性閾値を超える場合が該当する。
【００２７】
　同第九の特徴構成は、同請求項９に記載した通り、上述の第五から第八の何れかの特徴
構成に加えて、前記異常判定部は、一の汚水搬送ポンプ装置の各ポンプの平均特性値が全
て所定の平均特性閾値未満であり、一の汚水搬送ポンプ装置の下流側または上流側の汚水
搬送ポンプ装置の各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値を超える場合に、上流
側のポンプ共通の系統の始点から下流側のポンプ共通の系統の終点までの何処かの共通の
系統で異常が発生していると判定する点にある。
【００２８】
　例えば、上流側の汚水搬送ポンプ装置の各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾
値未満で、下流側の汚水搬送ポンプ装置の各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾
値を超える場合には、両汚水搬送ポンプ装置間のどこかで不明水が流入しているか、若し
くは下流側の各ポンプ共通の系統に漏水や閉塞等の異常が発生していると判定でき、下流
側の汚水搬送ポンプ装置の各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値未満で、上流
側の汚水搬送ポンプ装置の各ポンプの平均特性値が全て所定の平均特性閾値を超える場合
には、上流側の汚水搬送ポンプ装置の各ポンプ共通の系統に漏水や閉塞等の異常が発生し
ていると判定できる。
【００２９】
　本発明による汚水搬送ポンプ装置の特徴構成は、同請求項１０に記載した通り、上述の
第一から第四の何れかの特徴構成を備えた異常検出装置が組み込まれている点にある。
【００３０】
　汚水搬送ポンプ装置に異常検出装置が組み込まれていると、各汚水搬送ポンプ装置で適
切に異常の有無が判定できるようになる。
【００３１】
　本発明による監視装置の特徴構成は、同請求項１１に記載した通り、流入管から流入し
た汚水を貯留する貯水部と、前記貯水部に貯留された汚水を流出管に排水する複数台のポ
ンプと、前記貯水部に貯留された汚水の水位を計測する水位計と、前記水位計で計測され
た水位がポンプ起動水位に達すると何れかのポンプを起動して汚水を前記流出管に排水し
、水位がポンプ停止水位に達すると当該ポンプを停止する汚水搬送制御を実行する制御部
と、前記制御部による制御情報を外部に送信する送信部を備えている汚水搬送ポンプ装置
に対して、前記送信部から送信された制御情報を受信する受信部を備え、前記受信部で受
信された制御情報に基づいて汚水搬送ポンプ装置を監視する監視装置であって、上述の第
一から第九の何れかの特徴構成を備えた異常検出装置が組み込まれ、前記受信部で受信さ
れた制御情報に含まれる各ポンプの運転時の特性値が前記記憶部に記憶されるように構成
されている点にある。
【００３２】
　地域に点在する複数の汚水搬送ポンプ装置から送信される制御情報に基づいて、各汚水
搬送ポンプ装置の動作状況を集中管理できる監視装置に異常検出装置が組み込まれると、
各汚水搬送ポンプ装置に異常検出装置を組み込まなくても、制御情報に含まれる各ポンプ
の運転時の特性値に基づいて、監視装置側で一括して複数の汚水搬送ポンプ装置のポンプ
の固有の系統または共通の系統の異常等を正確且つ適切に判定できるようになる。
【発明の効果】
【００３３】
　以上説明した通り、本発明によれば、ポンプの固有の系統または共通の系統の異常の発
生の有無を正確に判定できる異常検出装置、汚水搬送ポンプ装置及び監視装置を提供する
ことができるようになった。
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【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】汚水搬送路の概略図
【図２】本発明による異常検出装置の第１の実施形態の概略図
【図３】本発明による異常検出装置の第１の実施形態のブロック図
【図４】正常なポンプと異常が発生しているポンプそれぞれの運転時間と水位との関係を
示すグラフ
【図５】本発明による異常検出装置の異常判定処理のフローチャート
【図６】本発明による異常検出装置を備えたマンホールポンプ装置における排水制御のフ
ローチャート
【図７】本発明による異常検出装置の第２の実施形態の概略図
【図８】本発明による異常検出装置の第２の実施形態のブロック図
【図９】本発明による異常検出装置の第３の実施形態の概略図
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下に、汚水搬送ポンプ装置としてのマンホールポンプ装置を例にして、本発明による
異常検出装置の第１の実施形態を説明する。第１の実施形態は、異常検出装置が汚水搬送
ポンプ装置に組み込まれた態様である。
【００３６】
　図１には、下流側ほど下方に傾斜する傾斜姿勢で地中に埋設された汚水搬送管１１０～
１１２と、汚水搬送管１１０～１１２に沿って点在する複数のマンホールポンプ装置１０
１～１０７とを含む自然流下式の汚水搬送システム１００が示されている。
【００３７】
　図１では、２系統の汚水搬送管１１０，１１１がマンホールポンプ装置１０５で合流し
、その後１系統の汚水搬送管１１２によって汚水処理場等に搬送される場合が示されてい
る。
【００３８】
　図２には、各マンホールポンプ装置１０１～１０７と同様のマンホールポンプ装置１０
が示されている。マンホールポンプ装置１０は、上流側の汚水流入管１１から流入した汚
水を貯留する貯水部としてのマンホール１２と、マンホール１２に貯留された汚水を下流
側の汚水流出管１３に圧送する２台のポンプ１４，１６と、マンホール１２に貯留された
汚水の水位を計測する水位計１８，１９を備えている。
【００３９】
　第１ポンプ１４の吐出し曲管１５ａには第１揚水管１５ｂ、第１曲管１５ｃ、第１水平
管１５ｄがそれぞれフランジ接続され、第１水平管１５ｄがヘッダー管１３ａを介して汚
水流出管１３にフランジ接続されている。符合１５ｅは汚水の逆流を防止する逆止弁であ
る。
【００４０】
　第２ポンプ１６の吐出し曲管１７ａには第２揚水管１７ｂ、第２曲管１７ｃがそれぞれ
フランジ接続され、第２曲管１７ｃがヘッダー管１３ａを介して汚水流出管１３にフラン
ジ接続されている。符合１７ｅは汚水の逆流を防止する逆止弁である。
【００４１】
　第１ポンプ１４、吐出し曲管１５ａ、第１揚水管１５ｂ、第１曲管１５ｃ、第１水平管
１５ｄが、第１ポンプ１４固有の送水系統（以下、単に「系統」と記す。）となり、第２
ポンプ１６、吐出し曲管１７ａ、第２揚水管１７ｂ、第２曲管１７ｃが、第２ポンプ１６
固有の系統となり、上述の固有の系統を除いたヘッダー管１３ａ及び汚水流出管１３から
下流側の汚水流入管１１までの汚水搬送管を含む系統、及びマンホール１２が、第１ポン
プ１４及び第２ポンプ１６共通の系統となる。
【００４２】
　投込圧力式または気泡式の水位計１８がマンホール１２の底部に設置されている。当該
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水位計１８によってマンホール１２に貯留される汚水の水位が連続的に検出される。さら
にフロート式の水位計１９が、異常高水位ＨＨＷＬを検出するバックアップ用の水位計と
して設置されている。
【００４３】
　マンホール１２の近傍には、ポンプ１４，１６を制御してマンホール１２に溜まった汚
水を汚水流出管１３に圧送する汚水搬送制御を実行する制御部２１を含む制御盤２０が収
容された制御盤装置２００が設置されている。
【００４４】
　図３に示すように、制御盤２０には、制御部２１、記憶部２２、異常判定部２３、通信
部２４が設置されている。記憶部２２には半導体メモリ（記憶素子）が組み込まれ、制御
部２１からの制御情報（後述の特性値を含む稼働情報）、水位計１８，１９からの水位情
報、異常判定部２３からの異常判定情報等が半導体メモリ（記憶素子）に記憶される。通
信部２４は、記憶部２２に記憶された各種情報を遠隔の監視装置４０に送信する送信部と
、監視装置４０からの制御指令を受信する受信部を備えている。記憶部２２及び異常判定
部２３によって本発明の異常検出装置３０が構成されている。
【００４５】
　監視装置４０は、ファクシミリ、携帯電話、スマートフォン、タブレットコンピュータ
、パーソナルコンピュータ等で構成され、それぞれに合致した態様の情報が送受信可能に
構成されている。従って、通信部２４と監視装置４０との通信形態は特に制限されるもの
ではなく、有線回線または無線回線の何れであってもよく、専用回線または公衆回線の何
れであってもよい。例えばインターネット経由の電子メールとして送受信される場合もあ
る。
【００４６】
　制御盤２０と各ポンプ１４，１６は交流の給電線Ｌ１，Ｌ２で接続され、制御盤２０と
水位計１８，１９は信号線Ｓで接続されている。
【００４７】
　制御部２１は、水位計１８で計測された水位が所定のポンプ起動水位ＨＷＬに達したこ
とを検知するとポンプ１４，１６のうち何れか一方のポンプ１４を起動するために給電線
Ｌ１から給電制御し、水位がポンプ起動水位ＨＷＬより低位のポンプ停止水位ＬＷＬに達
したことを検知すると給電を停止して当該一方のポンプ１４を停止する。
【００４８】
　制御部２１は、その後再び水位がポンプ起動水位ＨＷＬに達したことを検知すると他方
のポンプ１６を起動するために給電線Ｌ２から給電制御し、ポンプ停止水位ＬＷＬに達し
たことを検知すると給電を停止して当該ポンプ１６を停止する。つまり、制御部２１はポ
ンプ１４，１６を交互に運転制御する。
【００４９】
　さらに、制御部２１は、水位計１８の故障等によりポンプ起動水位ＨＷＬが検知できな
い場合や、集中豪雨によりポンプ１台の排水能力を上回るような大量の雨水がマンホール
１２に流入し、異常高水位ＨＨＷＬに達したことが水位計１９で計測されたことを検知す
ると、２台のポンプ１４，１６を同時に運転する。
【００５０】
　制御部２１は、例えば１分間隔で水位計１８，１９により検知された水位情報を記憶部
２２に記憶するとともに、１時間当りの各ポンプ１４，１６の運転回数及び１回の運転時
間等の稼動情報を記憶部２２に記憶する。
【００５１】
　異常判定部２３は、ポンプ１４，１６の過負荷状態の発生／回復を示すポンプ負荷情報
、水位計１９により検知される異常高水位の発生／回復を示す異常高水位情報、水位計１
８，１９の故障の発生／回復を示すセンサ故障情報を示すコードデータをイベント情報と
して記憶部２２に記憶する。
【００５２】
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　例えば、過熱状態を検知して自動的に通電を遮断する安全スイッチが設けられたポンプ
１４，１６の場合、異常判定部２３は、制御部２１から運転信号が出力されているにもか
かわらず、給電線に交流が流れていないことを検知すると過負荷状態であると判定するよ
うに構成されている。
【００５３】
　例えば、過熱状態を検知する温度センサがポンプ１４，１６に組み込まれている場合、
異常判定部２３は、温度センサの計測情報を検知して、その値が異常判定閾値温度よりも
高い場合に過負荷状態であると判定するように構成されている。
【００５４】
　例えば、異常判定部２３は、所定時間連続して水位計１８の計測情報が変化しない場合
に、水位計１８が故障していると判定するように構成されている。
【００５５】
　このような異常判定部２３を設けると、ポンプの起動後に起動水位以下になるまでのポ
ンプ運転時間が設定時間よりも長い吸込閉塞の発生／回復を示すポンプ閉塞異常や、設定
時間よりもポンプ運転時間が長く、水位が起動水位以上に維持されるエアロックの発生／
回復を示すエアロック異常を検知することも可能になる。
【００５６】
　異常判定部２３は、このような異常の発生、解消を判定すると、対応する異常情報を記
憶部２２に記憶するとともに、通信部２４を介して遠隔の監視装置４０に異常情報を送信
するように構成されている。
【００５７】
　従って、監視装置４０で異常方法を受信した管理者は、必要なメンテナンスの準備をし
て迅速に対処できるようになる。
【００５８】
　しかし、異常判定部２３が、ポンプ閉塞異常やエアロック異常を個別のポンプ１４，１
６毎に判断すると、正確性に欠ける虞がある。例えば、第１ポンプ１４及び第２ポンプ１
６共通の系統となる汚水流出管１３そのものに問題が発生している場合や、マンホールに
ある程度の量の不明水が流入する場合に、ポンプが詰まっていなくても平均的排水能力が
予め設定されている排水能力範囲を超えるとポンプの異常と判定されるためである。
【００５９】
　そこで、本発明による異常検出装置３０に備えた異常判定部２３は、記憶部２２に記憶
された各ポンプ１４，１６の運転時の特性値から所定起動回数当りの平均特性値を算出し
て、各ポンプ１４，１６の平均特性値の比較結果に基づいてポンプの固有の系統または共
通の系統の異常の有無を判定する機能が設けられている。
【００６０】
　各ポンプ１４，１６の運転時の特性値として、ポンプ運転時間またはポンプ駆動電流が
好適に用いられる。これは、ポンプ運転時間がポンプの能力を、ポンプ駆動電流がポンプ
の負荷状態を表す指標であるためである。以下では、ポンプ駆動時間を特性値に用いた例
を説明する。
【００６１】
　図４には、水位計１８を介して制御部２１で検知される水位の時間推移と、それに伴っ
て制御部２１で制御されるポンプ１４，１６の運転状態が示されている。
【００６２】
　時刻ｔ１でポンプ起動水位ＨＷＬに達すると第１ポンプ１４が起動されてマンホール１
２に貯留された汚水が下流側に送水され、ポンプ停止水位ＬＷＬに達すると第１ポンプ１
４は停止される。
【００６３】
　時刻ｔ２でポンプ起動水位ＨＷＬに達すると第２ポンプ１６が起動されてマンホール１
２に貯留された汚水が下流側に送水され、ポンプ停止水位ＬＷＬに達すると第２ポンプ１
６は停止される。
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【００６４】
　両ポンプ１４，１６が正常であり不明水の流入がない場合、ポンプ起動水位ＨＷＬから
ポンプ停止水位ＬＷＬまでのポンプ運転時間は、ほぼ計画時または定常稼働時の汚水搬送
水量に対応した時間となる。
【００６５】
　しかし、このような交互運転が繰り返されて、時刻ｔ４でポンプ起動水位ＨＷＬに達し
たときに起動される第２ポンプ１６にポンプ閉塞異常が発生していると、ポンプ停止水位
ＬＷＬに達して第２ポンプ１６が停止されるまでの時間が、計画時または定常稼働時の汚
水搬送水量に対応した時間よりも著しく長くなる。
【００６６】
　第２ポンプ１６にポンプ閉塞異常が発生していない場合でも、第２ポンプ１６固有の系
統である吐出し曲管１７ａ、第２揚水管１７ｂ、第２曲管１７ｃ等にクラックが入り、水
漏れが発生しているような場合にも同様の現象が発生する。
【００６７】
　さらに、第２ポンプ１６を含めて第２ポンプ１６固有の系統が正常であっても、ヘッダ
ー管１３ａ等の第１ポンプ１４及び第２ポンプ１６共通の系統となる汚水搬送管にクラッ
クが入り、マンホール１２内へ水漏れが発生または汚水搬送管が閉塞しているような場合
や、ある程度の水量の不明水がマンホール１２に流入している場合にも、同様の現象が発
生する虞がある。
【００６８】
　そして、このような場合にも、異常判定部２３によって第２ポンプ１６にポンプ閉塞異
常が発生していると判定されると、適切なメンテナンスに支障を来す虞がある。同様に異
常判定部２３によって第１ポンプ１４にポンプ閉塞異常が発生していると判定される虞も
ある。
【００６９】
　そこで、異常判定部２３は、ポンプ１４，１６のそれぞれの直近の所定回数の運転時間
から平均運転時間を算出し、双方を比較することによって異常判定処理を行なうように構
成されている。
【００７０】
　具体的には、異常判定部２３は、ポンプ１４，１６の直近の４回の運転時間の平均運転
時間の差分を算出し、差分の絶対値が所定の差分閾値Ｔｔｈを超えている場合に、平均運
転時間が長いポンプ固有の系統に異常が発生していると判定する。固有の系統の異常には
、ポンプの閉塞や経年劣化による送水性能の低下ばかりでなく、固有の系統を構成する管
路の腐食やクラックによる漏水や閉塞等の異常が含まれる。尚、ここでポンプ固有の系統
とは、ポンプ本体を含む、そのポンプにのみつながる、流入、流出する配管やバルブなど
を意味し、共通の系統とは、各ポンプが共通に利用する貯水槽や、流入、流出に利用する
配管、バルブを意味している。
【００７１】
　直近の平均運転時間を算出する回数は４回に限るものではなく、各マンホールポンプ装
置で搬送される汚水量や汚水の発生時期に応じて適宜設定される値であり、数時間から十
数時間の間にポンプが起動される平均的な回数で設定される。本実施形態では３～４時間
の間に８回程度ポンプが起動されるので、１台当り４回に設定されている。
【００７２】
　一方、異常判定部２３は、双方の平均運転時間の差分の絶対値が所定の差分閾値以下で
あれば、各ポンプ固有の系統には異常が発生していないと判定し、さらに各ポンプ１４，
１６の平均運転時間を所定の平均運転時間閾値ＡＶＴｔｈと比較して、各ポンプ１４，１
６の平均運転時間が何れも所定の平均運転時間閾値を超える場合には、各ポンプ１４，１
６共通の系統に異常が発生していると判定する。
【００７３】
　共通の系統の異常には、共通の系統を構成する管路の腐食やクラックによる漏水や閉塞
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等の異常ばかりでなく、何らかの経路を介した不明水のマンホール１２への流入異常が含
まれる。
【００７４】
　尚、本実施形態では、２台のポンプ１４，１６が同時に閉塞するような異常の発生確率
は極めて低く、少なくとも１台は正常稼働しているとの前提で判定しているが、各ポンプ
固有の系統の双方に同様の異常が発生している場合には、これらが共通の系統の異常に含
まれる場合もある。
【００７５】
　上述した所定の差分閾値Ｔｔｈの値は特に限定されるものではなく適宜設定することが
可能な値であり、例えば、計画時または定常稼働時の汚水搬送水量に対応した時間Ｔの１
．０倍から２．０倍の値に設定することができる。
【００７６】
　平均運転時間閾値ＡＶＴｔｈの値も特に限定されるものではなく適宜設定することが可
能な値であり、例えば、計画時または定常稼働時の汚水搬送水量に対応した時間Ｔの２．
０倍から３．０倍の値に設定することができる。
【００７７】
　双方の平均運転時間の比較処理として差分処理を説明したが、広義には差分処理に比率
処理が含まれる。つまり、双方の平均運転時間の比を算出し、その値が所定の閾値Ｔｔｈ
を超えるか否かに基づいて異常判定してもよい。
【００７８】
　尚、異常判定部２３は、各ポンプ１４，１６が交互運転される場合に限って、双方の平
均運転時間を比較するように構成され、異常高水位ＨＨＷＬが検知されて双方のポンプ１
４，１６を同時に運転するような場合は対象外となる。
【００７９】
　このようにして、何れか一方のポンプ固有の系統の異常であるか、双方のポンプ共通の
系統の異常であるかの異常情報が通信部２４を介して遠隔の監視装置４０に送信されるこ
とによって、適切なメンテナンスの準備が可能になる。
【００８０】
　また、異常判定部２３で判定された異常情報、つまり何れか一方のポンプ固有の系統の
異常であるか、双方のポンプ共通の系統の異常であるかの異常情報が記憶部２２を介して
制御部２１に出力される。
【００８１】
　制御部２１は、何れか一方のポンプ固有の系統に異常が発生したことを認識すると、そ
の後、ポンプ１４，１６の交互運転を中止して、正常なポンプ１台のみで汚水搬送制御を
行なうことで、マンホール１２からの溢流事故を未然に回避する。
【００８２】
　但し、このような場合でも、制御部２１は、水位計１９によって異常高水位ＨＨＷＬが
測定されたことを検知すると、異常と判定されたポンプも含めて同時運転制御するように
構成されている。
【００８３】
　図５には異常判定部２３により実行される異常判定処理の手順が示されている。異常判
定部２３は、ポンプの運転状態を判定し（Ｓ１）、ポンプの運転が終了していれば（Ｓ１
，Ｙ）、ポンプ１４，１６のそれぞれの直近の過去４回の運転時間の平均運転時間ｔ１４
，ｔ１６を算出し（Ｓ２）、更に平均運転時間ｔ１４，ｔ１６の差分ｔｄを算出する（Ｓ
３）。
【００８４】
　差分ｔｄの絶対値が所定の差分閾値を超えており（Ｓ４，Ｙ）、ｔ１４がｔ１６より大
きい場合（Ｓ５，Ｙ）、ポンプ１４固有の系統に異常が発生していると判定する（Ｓ７ａ
）。逆に、ｔ１６がｔ１４より大きい場合（Ｓ５，Ｎ）、ポンプ１６固有の系統に異常が
発生していると判定する（Ｓ７ｂ）。
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【００８５】
　また、差分ｔｄの絶対値が所定の差分閾値以下であり（Ｓ４，Ｎ）、ｔ１４及びｔ１６
がともに所定の平均時間閾値を超えている場合（Ｓ６，Ｙ）、ポンプ１４，１６それぞれ
の固有の系統以外の部分に異常が発生していると判定する（Ｓ７ｃ）。そしてｔ１４とｔ
１６のうち、少なくとも一方が所定の平均時間閾値以下である場合（Ｓ６，Ｎ）、マンホ
ールポンプ装置１０に異常は発生していないと判定する（Ｓ７ｄ）。
【００８６】
　判定結果は記憶部２２に記憶され、通信部２４を介して遠隔の監視装置４０に通報され
るとともに制御部２１に出力される（Ｓ８）。異常判定処理はポンプ１４若しくは１６の
運転が終了する毎に実行され、ポンプ１４及び１６の異常を的確に判定することができる
ようになる。
【００８７】
　図６には、制御部２１により実行される汚水搬送処理の手順が示されている。制御部２
１は水位がＨＷＬに達すると（Ｓ１１，Ｙ）、ポンプ１４，１６が正常か否かを判定し（
Ｓ１２）、一方のポンプに異常が発生している場合には（Ｓ１２，Ｙ）、正常なポンプを
起動する（Ｓ１３ａ）。ステップＳ１２で、双方のポンプに異常が発生していないと判定
されると（Ｓ１２，Ｎ）、前回起動しなかったポンプを起動する（Ｓ１３ｂ）。そして、
ポンプを起動すると同時に当該ポンプの運転時間を測定するタイマーを作動させる（Ｓ１
４）。
【００８８】
　その後水位がＬＷＬに達すると（Ｓ１５，Ｙ）、運転中のポンプを停止し（Ｓ１６）、
タイマーにより測定した運転時間を記憶部２２に記憶し（Ｓ１７）、その後タイマーをリ
セットし（Ｓ１８）、ステップＳ１１に戻る。
【００８９】
　このように、異常と判定されたポンプがなければポンプ１４，１６を交互に運転させ、
何れかのポンプが異常と判定されていれば正常なポンプだけを運転させて汚水搬送制御を
実行する。
【００９０】
　次に、本発明による異常検出装置の第２の実施形態を説明する。第２の実施形態は、上
述の異常検出装置３０が遠隔の監視装置４０に組み込まれた態様である。
【００９１】
　図７に示すように、マンホール１２の近傍に、ポンプ１４，１６を制御してマンホール
１２に溜まった汚水を汚水流出管１３に圧送する汚水搬送制御を実行する制御部２１を含
む制御盤２０が収容された制御盤装置２００が設置されている。マンホールポンプ装置１
０の構成は図２と同様であり、同じ機能を実現する構成要素には同一の符号が付されてい
る。
【００９２】
　図８に示すように、制御盤２０には、制御部２１、記憶部２２、通信部２４が設置され
ている。遠隔の監視装置４０は汎用のパーソナルコンピュータで構成され、通信部４１、
記憶部４２、監視部４３、異常判定部４４の各機能ブロックを備えている。
【００９３】
　各マンホール装置１０の制御情報は、通信部２４から監視装置４０に備えた通信部４１
に送信されて記憶部４２に記憶される。通信部４１も送信部と受信部を備えて各マンホー
ル装置１０との間で双方向に通信可能に構成されている。
【００９４】
　監視部４３は、各マンホール装置１０から受信した制御情報に基づいて、各マンホール
装置１０の稼働状態を解析する演算ブロックであり、その稼働状態を複数の管理者に報知
するサーバと接続されている。各管理者は、サーバにアクセスして管理下のマンホールポ
ンプ装置の稼働状態を確認できるように構成されている。
【００９５】
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　異常判定部４４は、記憶部４２に記憶された各種の制御情報に基づいて各種の異常を判
定する演算ブロックで、異常情報は監視部４３を介してサーバに出力されるように構成さ
れている。
【００９６】
　例えば、異常判定部４４は、ポンプ１４，１６の過負荷状態の発生／回復を示すポンプ
負荷情報、水位計１９により検知される異常高水位の発生／回復を示す異常高水位情報、
水位計１８，１９の故障の発生／回復を示すセンサ故障情報を示すコードデータに基づい
て対応する異常を認識して、当該異常情報をサーバに出力する。
【００９７】
　当該異常判定部４４は、マンホールポンプ装置１０毎に、各ポンプ１４，１６のそれぞ
れの直近の所定回数の運転時間から平均運転時間を算出し、双方を比較することによって
異常判定処理を行なうように構成されている。
【００９８】
　本実施形態でも異常判定部４４は、ポンプ１４，１６の直近の４回の運転時間の平均運
転時間の差分を算出し、差分の絶対値が所定の差分閾値Ｔｔｈを超えている場合に、平均
運転時間が長いポンプ固有の系統に異常が発生していると判定する。
【００９９】
　一方、異常判定部４４は、双方の平均運転時間の差分の絶対値が所定の差分閾値以下で
あれば、各ポンプ固有の系統には異常が発生していないと判定し、さらに各ポンプ１４，
１６の平均運転時間を所定の平均運転時間閾値ＡＶＴｔｈと比較して、各ポンプ１４，１
６の平均運転時間が何れも所定の平均運転時間閾値を超える場合には、各ポンプ１４，１
６共通の系統に異常が発生していると判定する。
【０１００】
　即ち、記憶部４２及び異常判定部４４で異常検出装置が構成されている。このように、
本実施形態によれば、各マンホールポンプ装置１０に個別に異常検出装置を組み込む必要
がないので、各マンホールポンプ装置１０を安価に構成できるとともに、遠隔の監視装置
４０で複数のマンホールポンプ装置１０の異常を検出することができる。
【０１０１】
　次に、本発明による異常検出装置の第３の実施形態を説明する。第３の実施形態は、共
通の汚水搬送管の上流から下流に沿って複数設置された汚水搬送ポンプ装置の異常検出装
置であって、各ポンプの運転時の特性値から所定起動回数当りの平均特性値を算出して、
異なる汚水搬送ポンプ装置に設置された各ポンプの平均特性値の比較結果に基づいて異な
る汚水搬送ポンプ装置間でポンプの固有の系統または共通の系統の異常の有無を判定する
異常判定部を備えた態様である。
【０１０２】
　共通の汚水搬送管の上流から下流に沿って複数設置された汚水搬送ポンプ装置とは、図
１に示す汚水搬送管１１０に沿って設置されたマンホールポンプ装置１０１，１０２をい
い、汚水搬送管１１１に沿って設置されたマンホールポンプ装置１０３，１０４をいい、
汚水搬送管１１２に沿って設置されたマンホールポンプ装置１０５，１０６，１０７をい
う。つまり、汚水の搬送経路で基本的に搬送汚水量が略一定となる経路が、共通の汚水搬
送管となる。また、搬送汚水量が略一定の場合、貯水槽やポンプ、配管は略同一となるた
め平均特性値も略同一となり、比較が可能となる。
【０１０３】
　図９に示すように、共通の汚水搬送管１１０の上流から下流に沿って各マンホール１０
１，１０２の近傍に、制御部２１１，２１２を含む制御盤２０１，２０２が収容された制
御盤装置２００１，２００２が設置されている。マンホールポンプ装置１０１及び１０２
の構成は図２または図７に示されたマンホールポンプ装置１０と同様であり、同じ機能を
実現する構成要素には同一の符号が付されている。
【０１０４】
　制御盤２０１，２０２には、それぞれ制御部２１ａ，２１ｂ、記憶部２２ａ，２２ｂ、
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通信部２４ａ，２４ｂが設置されている。図８と同様に、遠隔の監視装置４０は汎用のパ
ーソナルコンピュータで構成され、通信部４１、記憶部４２、監視部４３、異常判定部４
４の各機能ブロックを備えている。監視装置４０構成も図８を参照した説明と同様である
。
【０１０５】
　各マンホール装置１０１，１０２の制御情報は、通信部２４ａ，２４ｂから監視装置４
０に備えた通信部４１に送信されて記憶部４２に記憶される。通信部４１も送信部と受信
部を備えて各マンホール装置１０１，１０２との間で双方向に通信可能に構成されている
。
【０１０６】
　当該異常判定部４４は、マンホールポンプ装置１０１，１０２毎に、各ポンプ１４ａ，
１６ａ，１４ｂ，１６ｂのそれぞれの直近の所定回数の運転時間から平均運転時間を算出
し、双方を比較することによって異常判定処理を行なうとともに、異なるマンホールポン
プ装置１０１，１０２に設置された各ポンプの平均特性値の比較結果に基づいて異なるマ
ンホールポンプ装置１０１，１０２間でポンプの固有の系統または共通の系統の異常の有
無を判定する。
【０１０７】
　具体的に、異常判定部４４は、ポンプ１４ａ，１６ａまたはポンプ１４ｂ，１６ｂの直
近の４回の運転時間の平均運転時間の差分を算出し、差分の絶対値が所定の差分閾値Ｔｔ
ｈを超えている場合に、平均運転時間が長いポンプ固有の系統に異常が発生していると判
定する。
【０１０８】
　そして、異常判定部４４は、双方の平均運転時間の差分の絶対値が所定の差分閾値以下
であれば、各ポンプ固有の系統には異常が発生していないと判定し、さらに各ポンプ１４
ａ，１６ａまたはポンプ１４ｂ，１６ｂの平均運転時間を所定の平均運転時間閾値ＡＶＴ
ｔｈと比較して、各ポンプ１４ａ，１６ａまたはポンプ１４ｂ，１６ｂの平均運転時間が
何れも所定の平均運転時間閾値を超える場合には、各ポンプ１４ａ，１６ａまたはポンプ
１４ｂ，１６ｂ共通の系統に異常が発生していると判定する。
【０１０９】
　また、異常判定部４４は、ポンプ１４ａ，１６ｂ及び／またはポンプ１４ｂ、１６ａの
直近の４回の運転時間の平均運転時間の差分を算出し、差分の絶対値が所定の差分閾値Ｔ
ｔｈを超えている場合に、平均運転時間が長いポンプ固有の系統に異常が発生していると
判定する。
【０１１０】
　さらに、異常判定部４４は、ポンプ１４ａ，１６ｂ及び／またはポンプ１４ｂ、１６ａ
の直近の４回の運転時間の平均運転時間の差分を算出し、各ポンプの平均運転時間がとも
に所定の平均運転時間閾値ＡＶＴｔｈを超える場合に、少なくとも１つの汚水搬送ポンプ
装置のポンプ固有の系統以外の部分、つまり共通の系統に異常が発生していると判定する
。
【０１１１】
　さらにまた、異常判定部４４は、上流側または下流側のマンホールポンプ装置１０１，
１０２の各ポンプの平均運転時間がともに所定の平均運転時間閾値ＡＶＴｔｈ未満であり
、下流側または上流側のマンホールポンプ装置１０１，１０２の各ポンプの平均運転時間
がともに所定の平均運転時間閾値ＡＶＴｔｈを超える場合に、上流側のポンプ共通の系統
の始点（貯水部への流入配管）から下流側のポンプ共通の系統の終点（ポンプ共通の流出
配管）までの何処かの共通の系統で異常が発生していると判定する。
【０１１２】
　例えば、上流側のマンホールポンプ装置１０１の各ポンプ１４ａ，１６ａの平均運転時
間がともに所定の平均運転時間閾値未満で、下流側のマンホールポンプ装置１０２の各ポ
ンプ１４ｂ，１６ｂの平均特性値がともに所定の平均特性閾値を超える場合には、両マン
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ホールポンプ装置１０１，１０２間のどこかで不明水が流入しているか、若しくは下流側
の各ポンプ共通の系統に漏水や閉塞等の異常が発生していると判定できる。
【０１１３】
　例えば、下流側のマンホールポンプ装置１０２の各ポンプ１４ｂ，１６ｂの平均運転時
間がともに所定の平均運転時間閾値未満で、上流側のマンホールポンプ装置１０１の各ポ
ンプ１４ａ，１６ａの平均運転時間がともに所定の平均運転時間閾値を超える場合には、
上流側のマンホールポンプ装置１０１の各ポンプ１４ａ，１６ａ共通の系統に漏水や閉塞
等の異常が発生していると判定できる。
【０１１４】
　尚、本例では各マンホールポンプ装置内に２台ある各ポンプの平均運転時間を両方とも
平均運転時間閾値と比較したが、各マンホールポンプ装置内の一方のポンプの平均運転時
間を平均運転時間閾値と比較してもよい。但し、両方とも比較する方が判定の精度は向上
する。
【０１１５】
　以上、共通の汚水搬送管１１０に沿って設置された２つのマンホールポンプ装置１０１
，１０２に設置されたポンプの平均運転時間を比較する態様を説明したが、３つ以上のマ
ンホールポンプ装置に設置されたポンプの平均運転時間をそれぞれ比較するように構成し
てもよい。例えば、共通の汚水搬送管１１２に沿って設置された３つのマンホールポンプ
装置１０５，１０６，１０７に設置されたポンプの平均運転時間を比較して異常判定を行
なってもよい。
【０１１６】
　例えば、上流側及び最下流側のマンホールポンプ装置１０５，１０７の双方のポンプの
平均運転時間に異常が無く、中間のマンホールポンプ装置１０６の双方のポンプの平均運
転時間が平均運転時間閾値より長い場合には、中間のマンホールポンプ装置１０６の各ポ
ンプ共通の系統に異常が発生していると判定することができ、この場合には、不明水の流
入でなく、共通の系統の管路に異常が発生していると特定できる。
【０１１７】
　例えば、上流側のマンホールポンプ装置１０５の双方のポンプの平均運転時間に異常が
無く、下流側のマンホールポンプ装置１０６，１０７の双方のポンプの平均運転時間が何
れも平均運転時間閾値より長い場合には、上流側のマンホールポンプ装置１０５から下流
側のマンホールポンプ装置１０６の間に不明水が流入していると判定することも可能にな
る。
【０１１８】
　以下、本発明の他の実施形態について説明する。
　上述の実施形態ではポンプを１回運転する毎に直近の所定回数の平均運転時間に基づい
て異常判定処理を実行したが、ポンプを２回以上の所定回数運転する毎に直近の所定回数
の平均運転時間に基づいて異常判定処理を実行してもよく、またポンプの運転とは無関係
に所定の時間周期ごとに直近の所定回数の平均運転時間に基づいて異常判定処理を実行し
てもよい。さらには、マンホールポンプ装置の管理者が任意のタイミングで実行するよう
に設定することもできる。
【０１１９】
　上述の実施形態では異なるマンホールポンプ装置間及び同じマンホールポンプ装置間の
ポンプの比較を両方行ったが、判定精度は下がるが異なるマンホールポンプ装置間の比較
のみで判定を行ってもよい。
【０１２０】
　上述の実施形態では異常判定時における直近の４回の平均運転時間を用いて異常判定を
行ったが、ポンプの運転頻度等に応じて直近の５回以上若しくは３回以下の平均運転時間
を用いてもよい。また、上述したように、異常判定部は、平均運転時間の差分以外に平均
運転時間の比率に基づいて平均運転時間を比較してもよい。更に、差分を比較する際には
絶対値を用いず、±で幅を持った閾値と比較してもよい。
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【０１２１】
　異常の有無の判定に用いる特性値として、上述の実施形態で用いたポンプ運転時間の他
に、例えばポンプ駆動電流を用いることもできる。ポンプの閉塞の場合には負荷が高くな
り、ポンプ駆動電流が大きくなる。また、ポンプのエアロックの場合には負荷が小さくな
り、ポンプ駆動電流が小さくなる。そのためポンプの固有の系統または共通の系統の異常
を適切に判定することができる。ポンプ駆動電流の測定時には、電流値が安定しないポン
プ立ち上がり時のデータを除くため、ポンプ起動から所定の時間経過後に電流値の測定を
開始し、ポンプを停止させるまでの間、所定の周期で電流値をサンプリングしてその平均
を特性値とする。
【０１２２】
　更に、１種類の特性値だけで判定するのではなく、複数種類の特性値による判定を併用
してもよい。例えばポンプ運転時間とポンプ駆動電流を併用した場合、ポンプ運転時間は
ポンプの詰まり、不明水の流入、管路の罅による漏水の何れによっても長くなるが、ポン
プ駆動電流が大きくなるのはポンプの詰まりだけなので、１種類の特性値だけで判定する
よりも異常が発生した際に原因を特定しやすくなる。
【０１２３】
　尚、上述の異常判定処理は、ポンプ起動後にポンプ停止水位に達するまでの時間に基づ
いて異常判定を行なうものであるため、ポンプ起動後にポンプ停止水位に達しない異常が
発生した場合に備えて、１回当たりのポンプの運転時間に上限を設け、当該上限時間の経
過迄にポンプ停止水位ＬＷＬに到達しなかった場合にエアロック異常と判定し、上述の異
常判定処理を中断するように構成してもよい。
【０１２４】
　この場合、制御部は、運転ポンプを停止して待機中のポンプへ切り替え、或いは待機中
のポンプを含めた２台のポンプで同時運転するように構成することが好ましい。
【０１２５】
　上述の実施形態では何れも２台のポンプを備えたマンホールポンプ装置に本発明の異常
検出装置を設置したが、例えば中継ポンプ場のような、ポンプが３台以上設置されている
汚水搬送ポンプ装置にも本発明の異常検出装置を適用することができる。
【０１２６】
　上述の第１～第３の実施形態は、それぞれ別々に説明したが、組み合わせて実施するこ
ともできる。
【０１２７】
　上述した実施形態は何れも本発明の一例であり、該記載により本発明の技術的範囲が限
定されるものではなく、ポンプや水位計等を始めとする各部の具体的構成、異常判定のた
めに設定する閾値等は本発明の作用効果が奏される範囲で適宜変更設計可能であることは
いうまでもない。
【符号の説明】
【０１２８】
１０：汚水搬送ポンプ装置（マンホールポンプ装置）
１１：流入管
１２：貯水部（マンホール）
１３：流出管
１４，１６：ポンプ
１８，１９：水位計
２１：制御部
２２：記憶部
２３：異常判定部
２４：送信部（通信部）
３０：異常検出装置
４０：監視装置



(17) JP 6234732 B2 2017.11.22

４１：受信部（通信部）
４２：記憶部
４３：監視部
４４：異常判定部
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